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平成２５年第７回

遠軽町議会定例会会議録（第３号）

平成２５年１２月１２日（木）午前１０時００分開議
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会議録署名議員の指名について

日程第２１ 意見案第１号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見

書

日程第２２ 意見案第２号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書

日程第２３ 意見案第３号 平成２６年度地方財政の確立を求める意見書

日程第２４ 特別委員会の設置について

日程第２５ 特別委員の選任について

日程第２６ 議員派遣について

────────────────────────────────────
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午前１０時００分 開議

────────────────────────────────────

◎開議宣告

ただいまの出席議員は１６人であります。山田議員より、欠席の○議長（前田篤秀君）

届け出があります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名について

本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、○議長（前田篤秀君）

佐藤議員、松田議員を指名いたします。

────────────────────────────────────

◎日程追加の議決

お諮りいたします。○議長（前田篤秀君）

お手元に配付いたしました議事日程追加表のとおり、議案が提出されております。これ

を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、議事日程追加表のとおり日程に追加し、議題とすることに決定いたしまし

た。

────────────────────────────────────

◎日程第２１ 意見案第１号

日程第２１ 意見案第１号利用者本位の持続可能な介護保険制度○議長（前田篤秀君）

の確立を求める意見書についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

岩上議員。

－登壇－○２番（岩上孝義君）

利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書について、記以下を要約

し、読み上げて提案いたします。

一つ、要支援者を新しい総合事業に移行することは、個人給付を大きく変容させるもの

であることなどから、現行の予防給付を維持すること。

一つ、自立支援効果の期待できる予防給付が行われるようケアマネジメントを強化する

こと。

一つ、一定所得以上者の基準の設定については、長期的、継続的負担となることを考慮

した所得要件とすること。

一つ、特別養護老人ホームにおける補足給付の支援要件に資産を追加する際には、実態

を把握した上で十分に検討すること。
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一つ、介護人材の確保は介護サービスを提供するための基礎的な基盤であることから、

処遇改善及び人材育成等への財政措置を含めた施策を講じること。

一つ、地域包括ケアシステムの推進に当たっては、現状を検証し、改定、改善策を進め

ること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出するものであります。

平成２５年１２月１２日、北海道遠軽町議会。

提出先といたしまして、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣でありま

す。

議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げ、説明を終わります。

これより、提出者に対する質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、意見案第１号利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書に

ついてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

直ちに、意見書を関係行政庁に送付いたします。

────────────────────────────────────

◎日程第２２ 意見案第２号

日程第２２ 意見案第２号森林・林業・木材産業施策の積極的な○議長（前田篤秀君）

展開に関する意見書についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

松田議員。

－登壇－○１２番（松田良一君）

森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書について、記以下を要約し、

読み上げて提案いたします。

記。

１、森林吸収源対策の推進や木材利用促進を図るため、安定的な財源を確保すること。

２、森林資源の循環利用による森林・林業の再生を推進するため、必要な予算を確保す

ること。

３、環境貢献に着目した木材利用を推進するため、木造公共施設の整備や民間施設の木

造化への支援の強化など、制度施策の充実を図ること。

４、安定的な林業経営の確立に向け、林業生産の基盤となる路網整備の推進や、地域の
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実情に応じたエゾシカ森林被害対策などの拡充、強化を図ること。

５、東日本大震災により被災を受けた住宅等の復興を初めとした全国的な木材の安定供

給に支障が生じないよう必要な予算措置を講ずること。

６、地域の安全、安心の確保のため、施設の老朽化対策など、治山事業を推進するこ

と。

７、国有林の一体的な管理経営を通じた公益的機能の発揮のための事業実施など、民有

林との連携強化を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２５年１２月１２日、北海道遠軽町議会。

提出先といたしまして、衆参両議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科

学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣であります。

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

説明を終わります。以上です。

これより、提出者に対する質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、意見案第２号森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書につ

いてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

直ちに、意見書を国会並びに関係行政庁に送付いたします。

────────────────────────────────────

◎日程第２３ 意見案第３号

日程第２３ 意見案第３号平成２６年度地方財政の確立を求める○議長（前田篤秀君）

意見書についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

今村議員。

－登壇－○１番（今村則康君）

平成２６年度地方財政の確立を求める意見書について要旨を略、記以下を要約し、読み

上げて提案いたします。

記。

１、社会保障分野の充実など、地域の財政需要を的確に把握し、地方財政計画、地方交

付税総額の実質的な確保を図ること。
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２、歳出特別枠について減額を行わないこと。あわせて、歳出特別枠を臨時的経費から

経常的経費への転換を図ること。

３、平成２６年度の地方財政においても巨額の財源不足が見込まれることから、抜本的

な対策を行うこと。

４、合併特例法による市町村合併の算定特例の段階的終了を踏まえ、新たな財政需要の

対策を講じること。また、地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の一層の強化を図る

こと。

５、平成２５年度地方財政計画において、減額した給与関係経費等に係る財源について

復元すること。また、地方交付税算定などについては、地方自治体との協議、合意のもと

で検討すること。

６、地方交付税の算定について、平成２５年度の給与削減要請への対応状況に対する財

政的制裁措置の導入などは厳に慎むこと。

７、地方法人特別税、地方法人特別譲与税の見直しや、自動車取得税廃止に伴う代替財

源を確実に確保すること。また、償却資産に係る固定資産税の確保などの課題は、必要な

地方税財源を安定的に確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出するものであります。

平成２５年１２月１２日、北海道遠軽町議会。

提出先といたしまして、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、内閣府特

命担当経済財政政策担当大臣であります。

議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げ、説明を終わります。

以上です。

これより、提出者に対する質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、意見案第３号平成２６年度地方財政の確立を求める意見書についてを採決い

たします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

直ちに、意見書を関係行政庁に送付いたします。

────────────────────────────────────

◎日程第２４ 特別委員会の設置について

日程第２４ 特別委員会の設置についてを議題といたします。○議長（前田篤秀君）

議会が町民の代表機関として、町民の意思を町政に的確に反映し、開かれた議会を目指
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すため、このたびの町議会選挙を踏まえ、議員みずからが、あらゆる角度で議会の改革及

び活性化について、いま一度、真剣に検討してみる必要があるのではないかと判断したと

ころでございます。このため、議会改革活性化特別委員会を設置し、調査をしたいと思い

ます。

したがいまして、委員８名による議会改革活性化特別委員会を設置し、諸問題について

調査が終了するまで、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

よって、委員８名による議会改革活性化特別委員会を設置し、諸問題についての調査が

終了するまで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１０時１５分 休憩

──────────────

午前１０時３４分 再開

休憩前に続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎日程第２５ 特別委員の選任について

日程第２５ 特別委員の選任についてを議題といたします。○議長（前田篤秀君）

特別委員８名の選任については、委員会条例第８条第２項の規定により、議長が会議に

諮って指名することになっております。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

よって、議長において指名することに決定いたしましたので、それでは指名いたしま

す。稲場議員、黒坂議員、竹中議員、一宮議員、奥田議員、阿部議員、髙橋議員、杉本議

員以上８名を指名いたします。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

よって、ただいま指名いたしました８名の議員を議会改革活性化特別委員会の委員に選

任することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１０時３６分 休憩

──────────────

午前１０時５０分 再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

議会改革活性化特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われましたので、
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局長をして報告いたします。

御報告いたします。○事務局長（太田 守君）

議会改革活性化特別委員会の委員長には杉本委員、副委員長には阿部委員が、それぞれ

選任されましたので御報告いたします。

────────────────────────────────────

◎日程第２６ 議員派遣について

日程第２６ 議員派遣についてを議題といたします。○議長（前田篤秀君）

お諮りいたします。

議員派遣については、会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付のとおり議員派

遣をしたいと思います。

なお、細部については議長に一任いただきたいと思います。これに御異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本件については派遣することを決定いたしました。

────────────────────────────────────

◎閉会宣告

以上をもって、本定例会の会議に付された事件は、全部終了いた○議長（前田篤秀君）

しました。

会議を閉じます。

以上で、平成２５年第７回遠軽町議会定例会を閉会いたします。

午前１０時５１分 閉会




